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九頭竜川河川敷樹木の採取希望者の公募を実施!
～伐採した樹木を無償で差し上げます～

平成２８年２月３日
１４時００分

近 畿 地 方 整 備 局
福井河川国道事務所

資 　料 　配 　布

　国が管理している九頭竜川河川敷の樹木を伐採・採取を希望す
る方（申請者）を公募します。

●【樹木採取料（占用料）】　無償にて提供
　　但し、福井県への「免除申請書」の提出が必要

●【伐採植種】広葉樹（ヤナギ、竹、グミ、ハリエンジュ等）

　　国土交通省 近畿地方整備局　福井河川国道事務所
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                        TEL　０７７６－３５－２６６１

福井県政記者クラブ

●【採取期間】
     平成28年3月10日から平成28年3月31日まで (予定)

●【樹木採取場所】九頭竜川右岸河川敷　（吉田郡永平寺町松岡渡新田地先）

●【募集期間】平成２８年２月５日から２月１２日まで
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九頭竜川河川敷樹木の採取希望者の追加公募を実施!

１．公募の趣旨

河道内に繁茂する樹木は、洪水時の流下能力の阻害や巡視時における視界を

遮られることがあるなどの支障により、福井河川国道事務所では、順次、河川

内の樹木の伐採作業を進めています。一方、伐採した樹木は、飼料や燃料とし

て地域にとって有用な材となっています。そこで、樹木伐採に要する費用のコ

スト縮減及び木材資源の有効活用を図ること、並びに選定に関する公平性・透

明性・客観性を重んじるための試みとして、樹木を伐採して採取する事を希望

する者（企業・団体・個人）を河川法第 25条の規定に基づき公募いたします。

２．公募の概要

（１）樹木採取の基本的な考え方

①伐採場所は、九頭竜川 右岸河川敷（吉田郡永平寺町松岡渡新田地先 約

19 ha、河口からの距離 24.6k～ 25.2k）。詳細な範囲については別添参照。

②樹木の種類は、主に広葉樹（ヤナギ、竹、グミ、ハリエンジュ等）です。

③伐採の際は地上から 80cm以下の位置で切断すること。
④枝葉は現場より回収して搬出していただきます。

⑤野鳥や水棲生物に配慮するため、予め定めた箇所は伐採できないものもあ

ります。詳細は福井河川国道事務所の担当者へ確認下さい。

（２）公募から採取までの考え方

①採取希望者は、下記ホームページに掲載しています申込用紙に必要事項を

記入のうえ、募集期間内に福井河川国道事務所担当者宛に郵送又は FAX
にて提出下さい。

②応募資格については、下記ホームページの募集要領をご覧下さい。

http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/ （福井河川国道事務所 HP）
③申込受付期間は、平成28年2月5日～平成28年2月12日。

（郵送の場合は２月12日必着）

④樹木採取者の選定にあたっては、採取に関する計画及び採取を実施する工

程などから見て採取の効果等を総合的に評価し、申請者を選定します。

①樹木採取者は河川法25条の許可手続きを行い、採取期間については、以

下を予定しています。

平成28年3月10日から平成28年3月31日

（３）樹木採取料（占用料）

河川法第２５条の許可にかかる採取料（占用料）については、河川法第３

２条の規定により福井県が徴収（河川法施行条例）。なお、今回の試行事業
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にかかる採取料(占用料)は、福井県に「免除申請書」を提出すれば全額免除

されます。

（４）河川法の許可手続き

本公募の決定通知を受けた者は、速やかに次の関係書類（下記 HP参照）
を添えて福井河川国道事務所に河川法第２５条の許可に基づく申請を行い、

許可を受ける必要があります。

http://www.kkr.mlit.go.jp/river/riyou/kyoka_index.html（近畿地方整備局河川部 HP）

３．応募申込、問合せ先
・郵送 〒 918-8015 福井県福井市花堂南２－１４－７
・電話 ０７７６－３５－２７９１

・ＦＡＸ ０７７６－３５－７９４６

・担当者 福井河川国道事務所 河川管理第一課 河川管理係 宛



 

公募型樹木等採取位置図  

公募型樹木等採取位置図■樹木繁茂状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜九頭竜川流域図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●伐採箇所 

吉田郡永平寺町 松岡渡新田地先  

約１９ha 

九頭竜川右岸 24.6k～25.2k 
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